
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沙流川流域委員会 
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         日時：平成１７年１２月７日（水）15：30～18：00 

         場所：平取町中央公民館 
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１．開  会 

＊安 陪 

 ただいまより沙流川流域委員会を開催したいと思います。私、沙流川流域委員会の事

務を担当しております、委員長が選出されるまでの間、司会進行を務めさせていただき

ます、室蘭開発建設部河川道路担当次長の安部でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。座って進行させていただきます。 

 西尾委員と郡司委員がおくれて、中道委員も５時ぐらいになるという予定でございま

すけれども、時間も差し迫っているものでございますから、このまま進めさせていただ

きたいと思います。 

 それでは、沙流川流域委員会の開催に当たりまして、北海道開発局を代表しまして、

室蘭開発建設部部長の山本より挨拶申し上げます。 

 

２．挨  拶 

＊山 本 

 室蘭開発建設部部長の山本でございます。委員の皆様におかれましては、年末のお忙

しい中、当委員会にご出席いただきまして、厚くお礼を申し上げます。 

 沙流川の河川整備計画につきましては、平成１４年７月に沙流川水系河川整備計画を

決定しております。その整備計画を決定するときも、流域委員会のご意見を伺って計画

を決定しております。その後、２年前になりますが、平成１５年８月に台風１０号によ

る観測史上最大の大雨、洪水が発生しております。そのとき完成していました二風谷ダ

ムが大きな効果を上げまして、ダム下流の最大流量を減らしはしましたが、計画を上回

る洪水だったため、ダム下流では堤防をあとわずかで洪水が越えるような、大変危険な

状態でありました。この平成１５年８月の洪水を安全に流すようにするため、今回沙流

川の河川整備計画の変更案を作成いたしましたので、本日ご意見を伺いたく、この流域

委員会を開催したものであります。本日はご意見のほどよろしくお願いいたしますとい

うことで、冒頭の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

 

＊安 陪 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事次第に従いまして、３番の委員会の方に移らせていただきます。 

 

３．委員会 

（１）委員の紹介 

＊安 陪 

 まず、沙流川流域委員会の委員の皆様方を紹介したいと思います。正面を見て左手か
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ら時計回りに紹介させていただきます。 

 まず、北海道大学教授であられます長南史男様でございます。ひだか漁業協同組合副

組合長理事の梶川博様でございます。北海道ウタリ協会平取支部長川奈野惣七様です。

北海道大学大学院工学研究科助教授黒木幹男様でございます。門別町長郡司啓様でござ

います。北海道林業協会顧問阪元兵三様でございます。財団法人北海道環境財団理事長

辻井達一様でございます。室蘭工業大学教授藤間聡様でございます。日高町長西尾正様

でございます。沙流川サケ・マス文化研究会会長松原俊幸様でございます。社団法人北

海道栽培漁業振興公社技術顧問眞山紘様でございます。平取町商工会工業部会幹事渡辺

研一様でございます。どうもありがとうございました。 

 

（２）沙流川流域委員会設置要領 

＊安 陪 

 引き続きまして、設置要領に基づきまして、委員会の成立について宣言をしたいと思

います。 

 後ほど中道平取町長も５時ごろ参りますけれども、既に委員全体の１３名のうち１２

名の出席をいただいております。設置要領につきましては、お手元の資料１の３ページ

に記載されておりますけれども、そこの４条の２に、委員会は委員の２分の１以上の出

席をもって成立となっておりますので、本日既に１３名の委員のうち１２名の出席をい

ただいております。よって、当委員会は成立いたします。ということで、委員会成立に

ついて宣言させていただきます。 

 

（３）委員長の選出 

＊安 陪 

 引き続きまして、委員長の選出の方に移りたいと思います。 

 委員長の選出につきましては、これも設置要領の第３条の４の規定に記載されており

ますように、委員の互選により委員長を選出することになっております。いかがいたし

ましょうか。お諮りしたいと思いますけれども。 

 

＊川奈野 

 室蘭工業大学の藤間先生にお願いしたいなという考えを持っておりましたけれども、

いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

＊安 陪 

 ありがとうございました。委員の皆様方から藤間委員の推薦についてご賛同がござい
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ましたけれども、藤間先生、お願いしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、沙流川流域委員会の委員長は藤間委員とさせていただきます。委員長、よ

ろしくお願いいたします。 

 

＊藤 間 

 ただいま委員長を仰せつかりました藤間でございます。 

 沙流川流域の水害を顧みますれば、戦後昭和２３年から洪水を防止するための大がか

りな河川工事が始まりました。昭和３６年の７月から平成１５年の８月まで、この４２

年間に８回の大洪水がありました。平均的にならせば５年に１度、沙流川流域において

は洪水が生じているという計算になります。それを受けまして平成１３年に、河川整備

計画を私たち委員が意見を具申するために流域委員会が発足いたしました。河川整備計

画ですので、今後２０年間において河川整備を行う、ダムの建設を行う、そういう計画

でした。 

 そのとき、目標流量としては４，３００トンの水を安全に流すように、いかにして河

道とほかの施設で分担するかということを、その委員会で個々検討いたしました。その

結果、私たちは流域をくまなく調べまして、遊水地を設ける空間はこの流域にはないと

いうふうに断定いたしまして、二風谷ダムのほかに平取ダムの二つのダム、それから河

道を拡大する、その案を最善の案として意見を具申いたしました。河道では３，２００

トンを流す河道にする。あとの１，１００トンは二風谷ダムと平取ダムで調節して、安

全な流域をつくるということになりました。 

 ところが、平成１５年８月、先ほど山本部長からご説明があったとおり、未曾有の洪

水が発生いたしました。観測流量が６，１００トンという非常に大きな雨で、二風谷ダ

ムから下流側２１キロのところで、河岸の崩壊が８カ所、堤防の裏面、表面、それが３

カ所洗掘されました。漏水もありました。まさに非常に大きな大災害が発生する直前で

ありました。このような状況を踏まえて、第２次といいますか、今回の流域委員会が開

催されたと思います。今回の委員の皆様方は、第１回目の流域委員会の委員を務める方

がかなり重複しております。それに、各界からの代表者ですので、皆様の知見、知識を

絞って、適切な意見を具申したいと考えております。皆様方のご協力をよろしくお願い

いたします。 

 それでは、以後は私の方で議事の進行を務めさせていただきます。第１は、議事次第

が書いてありますが、３の（４）沙流川流域委員会運営要領について、事務局からのご

説明をいただきます。 

 

（４）沙流川流域委員会運営要領 

＊時 岡 
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 治水課長をしております時岡です。事務局より運営要領につきまして説明をさせてい

ただきます。お手元の資料１の中の４ページ目が運営要領となっております。 

 １点目につきましては、本委員会につきましては、原則として公開において実施した

いと考えております。本日も公開により開催させていただいておるところでございます。

委員会の傍聴につきましては、本委員会は、河川整備計画の変更に当たりまして委員の

皆様からご意見をいただくということを目的としておりまして、傍聴者の発言というこ

とに関しては、意見を述べることはできないこととさせていただいております。委員会

の記録につきましては、事務局で会議の議事内容について議事要旨と議事録を作成いた

します。議事要旨、議事録とも、各委員のご確認を経た後、ホームページ等によりまし

て公開をしたいと考えております。 

 以上が運営要領となっておりますので、ご確認をお願いしたいと思います。 

 

＊藤 間 

 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明で、本委員会の運営要領

（案）、情報公開、関係住民等の意見聴取の説明がありましたが、この説明内容に関し

ましてご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。特にご質問がございませんの

で、この運営要領をこの形で決定させていただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

＊藤 間 

 ありがとうございます。 

 

４．議  事 

＊藤 間 

 それでは、議事に入ります。本日の議事の進行は、事務局から議題にあります沙流川

水系河川整備計画の変更についてご説明いただきます。そこで、ご説明の後一旦１０分

ほど休憩をとり、事務局の説明に対して各委員の質疑に入りたいと考えております。終

了は１７時５０分ごろとして、司会を事務局にお返しした後、議事の５、その他に入り

ます。以上のことにつきまして皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事の沙流川水系河川整備計画の変更について、事務局からご説明をいた

だきます。 

 

沙流川水系河川整備計画の変更について 

＊時 岡 
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 それでは、河川整備計画の変更の概要につきまして、事務局で概要を取りまとめまし

たビデオを作成しておりますので、まず初めにビデオをごらんになっていただきまして、

その後事務局より概要の説明を再度させていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

－ビデオ上映－ 

 

＊時 岡 

 引き続き、河川整備計画の変更概要を、ビデオを補足するような形でご説明させてい

ただきます。お手元の資料につきましては、資料番号の２となっていますけれども、画

面を使いまして説明させていただきます。 

 こちらは、河川整備計画変更の経緯と今後の進め方を示した図でございます。平成１

４年７月に現在の河川整備計画というものを策定いたしました。その後、平成１５年８

月に台風１０号洪水というものが発生いたしまして、現在の河川整備計画の目標流量を

上回る６，１００立米毎秒、これは洪水の量をあらわしまして、１秒間に６，１００立

米の洪水が流れたということで、今後はこの立米毎秒というのをトンと呼ばせていただ

きますけれども、６，１００トンというような大きな洪水が流れたということでござい

ます。その後、６，１００トンという洪水に対応するように検討を進めてまいりました

けれども、本日、台風１０号洪水に対応するように沙流川水系河川整備計画を変更した

いと考えております。 

 変更に当たりましては、現在の河川整備計画を策定したときと同様の手続を経ること

としておりまして、まず本日開催しております流域委員会、この場におきまして委員の

皆様からご意見をいただくとともに、関係住民の方々から意見を聴取することとしてお

ります。関係住民の方々からの意見につきましては、本日の夕方５時からホームページ

等を開きまして意見を募集するとともに、各流域の４カ所におきまして説明及び意見を

聴取する場を設けたいと考えております。その後、知事意見等を賜りまして、河川整備

計画の変更というふうな手続を進めてまいろうと思っております。 

 こちらの図は、河川整備計画変更の概要をまとめているものです。結論まで含んでお

ります。契機となりましたのは、現在の河川整備計画の目標流量４，３００トンを上回

る６，１００トンという洪水が発生した。先ほどビデオの中でもありましたけれども、

ほぼ全区間にわたりまして計画高水位を超えたという状況でございました。計画高水位

というものは、堤防の設計の基準となる水位でございます。堤防がもつ水位を超えるよ

うな状況が全川にわたって発生いたしまして、いつ破堤してもおかしくないというよう

な、非常に危険な状態となっておりました。そのような状況に対応するために、現在の

河川整備計画では目標流量が４，３００トンという形になっておりますので、現在の河
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川整備計画のままでは台風１０号に対応することができないということになります。こ

のため、台風１０号洪水からこの地域、この流域の安全を確保するために、目標流量を

４，３００トンから６，１００トンという形に変更したいと考えております。 

 具体的にどのように６，１００トンという洪水に対応するのかということにつきまし

ては、現在の河川整備計画の基本的な考え方、二風谷ダムと平取ダムにより最大限洪水

調節をし、それでも洪水を安全に流すことが不足するものについては河道掘削により対

応するというのが現在の河川整備計画です。引き続き基本的な河川整備計画の考え方を

踏襲いたしまして、二風谷ダム、平取ダムで最大限洪水調節、洪水の量を少なくすると

いう取り組みを実施いたしまして、それでも足りない量というものについては、安全に

流すために河道の掘削を実施するというものが、今回の河川整備計画変更の概要となっ

ております。 

 まず、契機の部分につきましてご説明させていただきたいと思います。これは、台風

１０号が発生した際の降雨量の分布を示しております。赤い部分が、雨が多く降った場

所でございます。沙流川流域を中心に多くの雨が降ったということでございます。こち

らのグラフは、昭和３７年から平成１５年までの、縦軸が雨の量を示しております。赤

くなっておりますのが、台風１０号時の降雨量です。２４時間に降った雨ですけれども、

３０７ミリという記録的な豪雨であった。それに伴いまして、下は洪水の量をあらわし

ていますけれども、ちょうどこの近くであります新平取橋のところにあります平取基準

点のところでは５，２００トンという洪水を観測しました。上で点線となっております

のは、二風谷ダムが洪水調節をいたしまして洪水量は減っていますけれども、二風谷ダ

ムがなければ６，１００トンという洪水が発生しておりました。現在の河川整備計画の

目標流量が４，３００トンとなっておりますので、４，３００トンを上回る洪水が発生

したということです。 

 こちらの図は、そのような洪水が発生したときの沙流川の状況はどのようであったの

かということを示しております。横軸は、こちらが海、河口となっておりまして、グラ

フの一番右端が、二風谷ダムが位置する場所です。縦軸は、高さ、標高を示しておりま

す。この図で大事なところは、黄色い線です。黄色い線といいますのは、計画高水位、

先ほど申しましたけれども、堤防の設計の基準となる水位でございます。ここまでの水

位には耐えられるように堤防を設計、築造しようということとなっております。堤防の

安全性の基準となります計画高水位というものを、青色が台風１０号時の水位ですけれ

ども、全川にわたって超えるという非常に危険な状態でした。写真でありますけれども、

一部では堤防の一番上まで水位が達するような状況となっておりました。 

 先ほどの計画高水位を超えて、でも流れたのではないかということでございますけれ

ども、台風１０号の後調査をした結果では、漏水というものが発生している箇所がござ

いました。漏水と申しますのは、白い砂のようなものが見えているところですけれども、
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こちらが沙流川ですけれども、洪水時の沙流川の高い水位によりまして、堤防のこの付

近を法尻といいますけれども、その部分から高い水位に押されるような形で水が噴き出

して、砂も一緒に噴き出す。幸いに台風１０号時にはこの段階で終わりましたけれども、

そのような状況が続きますと、砂が噴き出すことによって堤防が崩れ始めます。崩れ始

めて、沙流川の水が一気に、先ほどの足羽川の事例でもありましたけれども、氾濫する

ような状況。この段階で終わりましたけれども、いつこのような状況になってもおかし

くないというような危険な状況でした。 

 先ほど委員長挨拶の際にもございましたけれども、そのような非常に危険な状態とい

うものが一部の箇所であったわけではなくて、二風谷ダムより下流の至るところで、例

えば河岸の侵食でございますとか、先ほどの漏水あるいは堤防の侵食というものが各所

で見られていたという状況でございました。このように台風１０号のときは、こちらに

ございますけれども、ほぼ全川で計画高水位を超えまして、非常に危険な状態だった。

同じような洪水が生じたときに再度沙流川が耐えれるかどうかというのは保証できない

というような状況になっておりまして、台風１０号で生じた洪水に対しては、流域の安

全性を確保するということで、今回、戦後最大、前回の平成１５年台風１０号洪水に対

応できるように目標流量を変更したいと考えております。具体的には、目標流量を、平

成１５年台風１０号のときに実績として生じました６，１００トンという洪水を安全に

流すように整備計画を変更したいと考えております。 

 目標流量を、台風１０号から地域を安全に守れるようにということで、現在の目標で

あります４，３００トンという目標から、６，１００トンへ変更いたします。具体的に

６，１００トンという洪水をどのように安全に流すのかということにつきましては、ダ

ムの洪水調節機能を有効活用と書いておりますけれども、現在二風谷ダム、平取ダム、

両ダムの利水容量、飲み水の上水でございますとか、あるいはかんがい用水という形で

予定しておりましたものを、見直しに伴いましてそれらの利水容量を洪水調節のための

容量に振りかえまして、最大限洪水に対処するための容量というものを確保します。二

風谷ダム、平取ダムの洪水調節機能を最大限確保いたしまして、両ダムで１，１００と

いう洪水を減らす力であったものを、１，６００トンまで上げることを考えています。 

 しかしながら、洪水６，１００トンというものに対しましては、ダムだけでは対処で

きない。二風谷ダム、平取ダムが最大限頑張っても対応できないという形になりますの

で、その上で不足する流量につきましては、河道掘削で対応したいと考えております。

具体的には、川で受け持つ洪水の量を３，２００トンから４，５００トンまで上げると

いう形になっています。右上の表で書いていますけれども、目標流量を現在の４，３０

０トンから６，１００トンに上げます。その内訳については、ダムで１，６００トン洪

水の量を少なくし、残りは川で安全に流すように対応したいと考えております。 

 今回の計画の見直しによりまして、ダムを最大限有効活用し、ダムで対応しますけれ
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ども、それでも河道掘削というものを実施しなければならない。前回の河川整備計画を

策定するに当たりましては、両ダムで最大限頑張って、極力下流のシシャモの産卵床で

ありますとか河川環境を保全しようという方針でありましたけれども、今回も同じよう

に、河道の掘削というものはしなければならないですけれども、現在の沙流川の特色で

ありますシシャモ等の生息環境の保全ということについては、最大限努めてまいろうと

思っております。 

 下の図は、イメージ図という形になっていますけれども、河道を掘削するに当たって

は、かつての沙流川というものを手本にいたしまして、シシャモの産卵床を保全すると

ともに、沙流川の名前の由来となった「サル」というものが、ヨシ原を指すアシ、ヨシ

の「サリ」ということから来まして、下流ではサルフトとか去場とか今でも地名が残っ

ておりますけれども、かつての沙流川で普通に見られたヨシ、そのようなものを再生し

つつ、かつての沙流川を目標としたような河道掘削という形を進めてまいろうと思って

おります。 

 ダムと河道で対応するということで、こちらはその効果というものを１枚にまとめて

おります。下の横軸は、こちらが河口です。ゼロというものが河口を指しておりまして、

２２とありますけれども、この地点が二風谷ダムの場所です。こちらが下流側、こちら

が上流側です。縦軸は、流下能力と書いていますけれども、洪水を安全に流す能力を示

しています。上に行くほど洪水を安全に流す力が強いということでございます。現在の

沙流川が洪水を安全に流す力というものは、緑色の線でございます。緑色の線が現在の

沙流川の力でございますけれども、一部この部分で非常に低い箇所がございます。荷菜

大橋付近ですけれども、一部堤防が未実施の部分がございまして、洪水を流す力が低く

なっておりますけれども、堤防を完成する、あるいは洪水から安全にその部分を対応す

るようにいたしますと、青い線まで沙流川の力が高まります。堤防が完成すれば、緑色

から青い線まで上げることができる。 

 目標が６，１００トンという洪水となっておりまして、堤防が完成してもまだ不足す

る分につきましては、河道掘削により対応しようと思っております。河道掘削によりま

して、赤い線まで沙流川の力を高めます。それでも、６，１００トンという形の台風１

０号のときに生じた洪水には対応できないため、二風谷ダム、平取ダムで洪水調節をい

たしまして、１,６００トン洪水の量を調節しまして、台風１０号に対応できるようにす

るということでございます。堤防の整備、河道掘削、２ダムによる洪水調節ということ

で、６，１００トンという台風１０号の洪水に対応する計画でございます。 

 先ほどのが、今回の河川整備計画の変更のあらましといいますか、概要となっており

ます。具体的に、そのような改訂の内容を河川整備計画という文章にしたらどのように

なるかということで、資料３を説明させていただきます。今回、本委員会でご意見をい

ただきますのは、資料３の右の欄にございます変更案についてご意見をいただきたいと
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思っております。変更箇所は数字の時点修正等多々ございますので、台風１０号を契機

として見直したというポイントについて説明させていただきます。 

 まず、最初の変更の契機となりました部分で、資料３の６ページの部分です。資料３

の６ページの部分につきましては、河川整備の現状と課題となっております。前回河川

整備計画を策定いたしましたのが平成１４年となっておりますので、その後、今回の改

訂の契機となります平成１５年８月洪水につきまして、８月洪水の状況を書いておりま

す。被害状況でございますとか、それに伴って長期的な方針でございます河川整備基本

方針を見直したということを書いております。前回からの変更の概要といたしましては、

契機となる台風１０号の概要を書きまして、現在なお堤防が完成していない状況でござ

いますとか河道の整備が進んでいないということで、洪水を先ほどの計画高水位以下で

安全に流す必要があるということを記載しております。 

 先ほどの台風１０号を安全に流すという課題を受けまして、今回の整備の目標、先ほ

ど申しました、平成１５年８月洪水を安全に流すということで、資料３の、具体的には

１２ページに河川整備計画の目標という部分がございます。現在の河川整備計画は、昭

和３７年８月の洪水規模に対して対応するという形になっておりましたけれども、変更

案では、一部分しか変わらないですけれども、平成１５年８月洪水を安全に流すという

ことで、ここで目標を変更したいと考えております。 

 平成１５年８月洪水を安全に流す、先ほど資料で説明しましたけれども、資料３の１

６ページのところで、具体的に６，１００トンという洪水をどのように対応するのかと

いうことで目標流量を書いておりますけれども、沙流川の目標流量については、すぐ近

くですけれども、平取基準地点において目標流量６，１００トンという洪水を、洪水調

節施設、具体的に言いますと二風谷ダムと平取ダムの２ダムで１，６００トンを洪水調

節し、残る４，５００トンを河道で受け持つ。ダムで１，６００トン洪水調節し、残り

の４，５００トンを河道で安全に流すという形に変更したいと考えております。 

 先ほどまでの説明で、二風谷ダム、平取ダムを最大限有効に活用すると言っておりま

したけれども、ダムの高さを高くするということではございません。ダムの高さが書い

ておりますけれども、ダムの高さについては、現在の計画、変更後の計画につきまして

も、現在平取ダムはスズラン群生地等がございまして、ダムの高さを上げることはでき

ませんので、現行のダムの高さ、もう一つは、総貯水容量というのを見ていただきたい

のですけれども、ダム自体の全体として、ダムの容量というものは変更しておりません。

ダムの高さとか大きさが変わるものではありません。 

 なかなか小さい数字では見づらいですので、どのようにしてダムの能力を最大限有効

に活用するのかということをこちらの表でまとめております。こちらが、現在ございま

す沙流川の河川整備計画の中で記載しているものでございます。上側が二風谷ダム、下

側が平取ダムでございます。この中で変更になるもの、二風谷ダムにつきましては、こ
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ちらは５５０万立米という数字ですけれども、堆砂容量を増加させる。皆さんごらんに

なっていただければわかりますように、二風谷ダムには、山地等が崩壊いたしまして、

大量の土砂等が流入しております。そのような既往の堆砂実績を踏まえまして、堆砂容

量の見直しというのを行いました。 

 次に、平取ダムでございますけれども、前回の河川整備計画を策定するときは、工業

用水の減量を見越したような形で利水容量は変更しておりましたけれども、１点目は、

平取ダムで水を補給する予定でございましたかんがい用水が、見直しでなくなりました。

もう１点は、飲み水でございます上水量が、上水量の見直しによりまして減量していま

す。もう１点は、既得といいまして、それまで水をいろいろ農地等に利用しておりまし

たけれども、そのような既得の水利権というのが廃止されて、少なくなっております。

そのような各利水者あるいは水利権等の廃止によりまして、利水容量が減少いたします。

もう１点、堆砂容量でございますけれども、水をためる必要であった水位が低くなるこ

とによって、堆砂容量も少なくすることができます。このような新しい堆砂の見直しと

利水容量の減少分をすべて洪水調節の能力に回します。結果といたしまして、洪水調節

のために使う容量というものを３５０万立米増加させることができます。このように両

ダムの洪水調節に使うことができる容量を増加すること等によりまして、ダムの洪水調

節能力を１，１００トンから１，６００トンに増加させます。 

 次は、資料３の２１ページになります。今回の変更の主な部分は、台風１０号洪水に

対応できるように、二風谷ダム、平取ダムの能力を上げるということと、それでも足り

ない部分については、河道掘削をふやすということでございます。こちらの図が変更後

でございます。こちらが前回でございます。前回の河川整備計画では、河道掘削をする

部分というのは非常に少なかったです。今回は、対応する洪水の量が多くなりましたの

で、河道掘削というものをほぼ全川にわたって実施することになります。しかしながら、

河道掘削を実施するためには、シシャモの産卵床の保全でございますとか、かつて沙流

川に多く見られたアイヌ文化の継承に資するヨシ原、かつてはチセ、ウチなどに使って

いたようなヨシ原を復元する。沙流川らしい沙流川というものを目指して河道掘削をす

ることによって、治水機能を上げるとともに、自然環境につきましても最大限配慮して

いくということで書いております。 

 こちらは河道掘削の区間を示しております。前回は局所的な掘削となっておりました

けれども、今回の変更に当たりましては、ダムより下流の全区間について掘削を実施す

るという計画となっております。 

 次に、資料３の４０ページまで飛びます。４０ページの一番下のところに、４、地震

及び津波対策と書いております。こちらは目次の変更が伴った部分でございますけれど

も、昨年の４月に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る津波対策の特別措置法とい

うものが成立いたしました。そのような法律の制定を受けまして、前回の河川整備計画
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には津波対策という概念は入っておりませんでしたけれども、特別措置法を受けまして、

津波対策につきましても適切な対応を図るということで、１項目、追加をさせていただ

いております。 

 次に、４３ページになります。４３ページの一番上に、９、地域社会と一体となった

河川管理の推進という項目を設けております。現在の河川整備計画では、記述が少ない

形になっております。今まではどちらかといいますと、洪水に対応するためにダムと河

道で対応ということで、ハード的なお話をさせていただきましたけれども、台風１０号

洪水あるいは昨年全国各地で起きました災害というものを踏まえますと、整備途上でご

ざいますとか、整備が完了した後でも、その規模を上回る洪水が発生する可能性という

ものはなくなりません。そのような中、河川管理者のみが頑張っても、地域を洪水から

安全に守るということはできない。水防の役割を担っております各自治体の方々や、あ

るいは避難に当たっては、隣近所の高齢者の方々とか寝たきりのご老人にお声をかけて

避難するなど、地域と一体となった洪水に対する取り組みというのが不可欠と認識して

おりまして、地域社会と一体となった河川管理の推進ということで、地域と連携した取

り組みが重要ということで、その記載をふやしております。 

 以上が、今回の河川整備計画の変更についての基本的な考え方ということと、それを

受けての河川整備計画変更に当たっての原案、かいつまんだ説明になりましたけれども、

以上が事務局からの説明でございます。 

 

＊藤 間 

 どうもありがとうございました。予定ではもう少しご説明の時間がかかるということ

で、先ほど議事に入る前に説明が終わった時点で休憩をとるというお話をしたのですが、

時間がまだ早いということで、ただいまご説明をいただいた中でご質問、ご意見を承り

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 この整備計画の変更というのが一番わかりやすいのが、資料３の１６ページにありま

す。左側の方には、平成１３年から１４年にかけました流域委員会が決定したことで、

平取の基準地点で目標流量が４，３００トンです。４，３００トンというのはどのぐら

いかといいますと、ここの部屋が長さが３０メートル、縦が２５メートル、高さが６メ

ートルぐらいなものですから、計算をざっとすると４，５００トンになります。前回の

平成１４年に決めたのは、平取の基準地点でこの部屋の容量が１秒間に流れるというふ

うにしたわけです。河道は流し切れませんので、遊水地のかわりに平取ダムを新たに設

置して、二風谷ダムと２ダムと、河道を少し掘削して、安全に流そうとしたわけです。 

 一方、平成１５年に、繰り返しになりますが、この地域では２４時間雨量が３００ミ

リを超える豪雨がありました。北海道の豪雨記録を見ますと、平成１０年度から降雨、

雨の降り方がふえているのは日高地方だけです。他の地方は、横か下がっているぐらい
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です。平成１０年から、日高地方は非常に大きな雨が続いて、洪水が起きやすい状態に

なっている。それを受けて平成１５年では、２４時間雨量が平取の基準点で３０７ミリ

というすさまじい降雨が発生したということで、今度は目標流量を、２０年間でこのぐ

らいの流量を流すような工事をしようということで、６，１００トンということに決め

ました。先ほどの例に倣いますと、この部屋の１．５倍です。ですから、５割、流量が

ふえたという考えになります。大体の目安として量がどのぐらいのものか、大体想像で

きるかと思います。それによりまして、非常に大きな流量が目標流量となりました。 

 ４，５００トンを河道で流す。当然、河積、川の断面積が足りませんので、一部掘削

して、安全に４，５００トンを流す。あとの１，６００トンは、二風谷ダムと平取ダム

で利水のための容量を減らして、それを洪水に当てるということで、計６，１００トン

を安全に流したい、そのような河川整備計画に変えたいというのが趣旨であります。や

り方といたしましては、前回の流域委員会で決めた平取ダム、二風谷ダムの二つのダム

と河道によって流すという基本方針は変えないということと、今ご説明したとおり、河

川は過去の最大流量を流せるようにいたしますので、平成１５年の６，１００トンを安

全に流すように河川整備計画を変えたいということで、この委員会ではそれを審議する、

意見を具申するということになります。 

 先ほどの事務局の丁寧なご説明にもかかわらず、私が再度ご説明したわけですけれど

も、大体皆様の頭の中に整理ができたと考えております。事務局のご説明もしくはその

間で触れなかったようなところでも構わないのですが、ご意見、ご質問があればお願い

いたします。 

 

＊阪 元 

 ２度目で、初歩的な質問なのですけれども、教えていただきたいというふうに思いま

す。資料３の６ページと１６ページにかかわるのですけれども、基準点における基本高

水位のピーク流量ですとか基準点における河道の配分流量、あるいは調節施設の調節流

量というのは基本方針と整備計画で数字が違うのです。初歩的なことなのですけれども、

それを教えていただきたいのですけれども。 

 

＊藤 間 

 基本方針と整備計画の中で取り扱う流量の数値が違う。それをもう少しわかりやすく

ご説明願いたいというのが趣旨です。 

 

＊時 岡 

 委員の皆様のお手元には、参考資料ということで、沙流川水系河川整備基本方針とい

うクリップでとめさせていただいた資料をお配りさせていただいていると思います。一
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番上に乗っております沙流川水系河川整備基本方針の７ページを見ていただきたいと思

います。ＯＨＰで、会場の皆様には見づらいような形になっていますけれども、済みま

せん。 

 河川整備基本方針というものは、長期的な沙流川の整備の目標です。最終に近いよう

なイメージで考えていただければいいのですけれども、長期的な河川整備の基本方針と

いうものを示しております。その中で、目標の安全度、全国の河川、一級水系では、都

会の川は別にしますと、１００年に１度の洪水に耐えられるような規模、安全度でいい

ますと１００分の１ということをよく聞きますけれども、１００年に１度の洪水に耐え

れるような目標というものが、６，６００トンという数字を定めております。沙流川の

長期的な目標といたしましては、目標流量に匹敵するものは、よく基本高水流量とか洪

水流量とか言っていますけれども、長期的には６，６００トンの洪水を安全に流すとい

うことを目標としております。ダムとか遊水地のことを洪水調節施設と言っております

けれども、６，６００トンというものに対して、洪水調節施設によりまして１，６００

トン洪水を少なくして、残りの５，０００トンというものを川で安全に流すということ

を目標としています。こちらが、今回の河川整備基本方針でいきますと６，６００トン。 

 今回の河川整備計画といいますのは、長期的な河川整備基本方針に近づけるための段

階計画です。具体的に言いますと、長期的な目標に対しまして、あと２０年でどこまで

これに近づけるかというものが今回の整備の内容となっておりますけれども、現在の河

川整備計画の変更というものにつきましては、２０年で、長期的には５，０００トンと

いう洪水を安全に流せるうちの４，５００トンという洪水を安全に流せるような形で整

備を進めていく。洪水調節施設につきましては、こちらでは１，６００トンだったもの

が、今回も１，６００トンで変わらないということで、残りといたしましては、川の洪

水を分担する。あと５００トン分、長期的に近づけるためには、河道の受け持ちをふや

すというのが残っているということでございます。長期的なものに対して、段階的な、

今後２０年で整備する目標となっています。 

 

＊藤 間 

 補足なのですが、一級河川というのは大体どの程度の雨を安全に流せるかというと、

１００年間に平均１回起こる規模の雨を、被害がなく水を流すようにいたします。１０

０年に１度の雨が河川に出てくる量として、６ページの左側に書いてあります、例えば

改修前ですと５，４００トン。基本高水５，４００トンというのは、沙流川にダムがな

かったとしたら、１００年に１度の雨が降ったときに基準点、すなわち平取地点で５，

４００トンの水が出てくるということです。ただし、それに対応するためには工事が５

０年、１００年近くかかる。安全は守り切れませんので、整備計画と称して、これから

２０年間ぐらいで完成する河川工事があります。それが河川整備計画で、そのとき５，
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４００トンを安全に流したいのですが、工期と工費から考えまして、目標流量というの

を立てます。それが先ほどから出ている４，３００トンです。 

 洪水のために、河川ばかりではなく、ダムとか治水施設ができた場合には、基本高水

流量から計画高水流量に変わります。計画高水流量というのは、先ほどの基本高水流量

からダムなどが調節する分を引いたものです。数値が違うというのは、先ほど事務局の

方から丁寧なご説明をいただいたのですが、実際そのようにして数値が変わっていくと

いうことです。実際には、４，３００トンという今までの整備計画の目標流量を、平成

１５年に生じた実際の洪水流量６，１００トンに置きかえたということです。河道は、

雨の降った６，１００トンを流し切れません。氾濫いたしますので、ダムで調節する。

ダムで調節し切れないところを、河川の断面を広げる、すなわち掘削するという格好に

したいというのが原案なわけです。くどい説明になりましたが、阪元さん、いかがでし

ょうか。 

 

＊長 南 

 今のに関連するのですけれども、前回は私も流域委員会のメンバーとして、記憶に新

しいのですけれども、前回は観測データが４０年くらいということで、４０年に１回の

話でやるという基本的な合意があったわけですけれども、その際、藤間先生は、１００

年に１回に備えるべきだというお話を盛んにされていたのを記憶しております。その１

００年に１回が平成１５年に来てしまったということで、私自身、住民の方々の目の前

にある不安という意味では、非常に説得的な数字といいますか、ここに出てきた６，１

００トンということについては、基本的に理解しているわけですけれども、その際に、

１００年に１回という、特に雨の降り方、そういったことに対して、計画側としてどの

程度、こういう洪水の傾向が、集中的にこの地域に起こる確率が増していると考えてい

るのか、その辺どういうふうに情報を整理したらいいのか、私自身少し情報が足りない

なと思っております。その辺について、わかる範囲でお答え願いたいと思うのですけれ

ども。 

 

＊藤 間 

 事務局の方にということで。 

 

＊時 岡 

 ご質問の内容は２点ほどあったと思います。まず１点目、この地域の洪水の起こる規

模が増してきたのかということなのですけれども、前回の河川整備計画、現在の河川整

備計画を策定する流域委員会のときには確かに４０年ぐらいの確率ということで、その

ときの１００年に１回起こると想定していた降雨量が約２４０ミリ、１００年に１回の
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規模というものが約２４０ミリでした。そのときはたしか、過去までさかのぼって平成

１０年までの降雨量で解析すると２４０ミリぐらいだった。それが、平成１０年以降平

成１５年まで、皆さんこちらの地域にお住まいの方はよくご存じだと思いますけれども、

１３年の洪水を初めまして近年、平成に入ってから洪水というのがふえています。平成

１５年まで５年間のデータを追加しますと、１００分の１の雨の量が２４０ミリから３

００ミリに上がります。原因はわからないですけれども、近年日高地方を中心に大雨が

降るような傾向となっているということで、データからも、大きな雨が降りやすい傾向

になっているというのは間違いないことだと思っております。それを受けて今回、河川

整備計画も見直しということを考えております。 

 ２点目は、整備計画の目標の水準ということであったと思います。前回の流域委員会

では、目標の水準をどのように置くかということで、二つの言い方がされておりました。

一つ目は、観測史上最大といいますか、戦後最大の規模の降雨量に備える。それが昭和

３７年であった。もう一つは、昭和３７年の降雨量を評価すると大体４０分の１だった

ということで、２０年間の目標の規模としては妥当であろうということで、昭和３７年

の洪水に備えるということが目標でした。今回は、平成１５年の洪水に備えるように目

標の水準を上げております。 

 これは、他の河川と比較すると、安全度は高いかもしれません。しかしながら、河川

管理者のどのように地域を安全に守るかということの一つの思想としては、起こった洪

水には適切に対応する。起こったときには見直して適切に対応するというのが河川管理

の思想です。留萌川でも６３年に大洪水が起こりました。そのときも激特事業というの

を採用していますけれども、６３年の地域に壊滅的な被害をもたらすような洪水に対し

ては適切に対応しようと。留萌川では５年で対処しましたけれども、沙流川では幸い何

とかぎりぎりの線でもったということもございまして、５年といわず２０年で対応しよ

うということで、パワーポイントにも書いていますけれども、多くの河川では戦後最大

の洪水に備える計画が多いと書いていましたけれども、起こった洪水については適切に

対応するという思想を受けまして、今回も１５年洪水に備えるということで目標を置か

せていただきました。 

 

＊長 南 

 ありがとうございます。もう一度確認しますけれども、雨の降り方についてはこの数

年の経験で、確率は当初想定していたよりも、雨量が３００ミリという確率は高まった

と。１００年という話と３００ミリの話がまだわからないので。 

 

＊時 岡 

 確率評価をすると、１００年に１回だけ起こるというわけではなくて、来年起こるか
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もしれませんというか、いつ起こるかわからないのですけれども、おおむね長期間の周

期をとると、１００年に１回ぐらい起こる雨量が約３００ミリ。今回の台風１０号の降

雨３００ミリぐらい、これぐらいの洪水はそれぐらいの頻度で起こるという計画となっ

ています。 

 

＊黒 木 

 沙流川の基本方針が平成１１年につくられた。河川法の改定を受けて行われたわけで

すが、全国的に見ますと、まだ全部の河川の見直しが終わっていない。まだ３分の１ぐ

らいの状況かなと思いますが、それにもかかわらず、大きな雨があったということが原

因ではありますが、平成１７年に基本方針そのものの改定が行われた。現在のところ沙

流川だけでございます。そういう意味では、地元のご要望があり、開発局の皆さんのご

努力があり、国土交通省の方もそれに対応して動いてくださったということで、私も地

元の一人として感謝しております。 

 それに対して今度は整備計画であります。実際に起こった６，１００トンに対応する

ということでございまして、整備論としてはいろいろな流量を想定してもいいのだろう

と思いますが、ここではご説明あったように、既往最大のものに対応するんだという非

常に強い決意を披瀝されたわけです。それはそれで、地元の安心・安全のためには非常

に結構なことだと思っております。また、現在のいろいろな情勢からすれば、既存の計

画にあります２ダムと河道で対応せざるを得ないということでございます。基本的に私

はこの方向しかないのだろうなと思っておりますが、一つ二つご質問させていただきま

す。 

 一つは、これは２０年の計画であるということでございますから、総体の事業費がど

のぐらいになるのか。いろいろ社会情勢のこともありますので、難しいのかもしれませ

んが、現在見込みでどのぐらいなのか。過去の例から見ますと、それで十分２０年でク

リアできるんだというようなところをご説明いただければいいかなと思います。 

 もう一つは、河道を非常に大きくいじることになります。基本的には掘削ということ

になりますから、河道から土砂が出てまいります。その土砂をどういうふうに処理する

か。かなり大きな量なのではないか。これも相当のもくろみがあってのことだと思いま

すので、量的なもの及びその処理の仕方について、できたらご説明をいただきたいと思

います。 

 とりあえずその程度です。 

 

＊藤 間 

 どうもありがとうございます。事務局、２点についてお願いしたいのですが。 
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＊時 岡 

 １点目のご質問は、河川整備計画の実現可能性ということだと思います。河川整備計

画の事業の内容を実施するためには、総事業費でいいますと約７００億が必要となりま

す。内訳でいいますと、ダムが約５００億、残りの川で対応するのが約２００億円ぐら

いとなっております。予算規模からの実現可能性ということでいいますと、ダムは個別

予算でつきますので、必要額が計上される。川の体力はどうかということになりますと、

今年度の河川の予算は沙流川は約１３億です。１３億掛ける２０でいきますと２６０億

ぐらいですので、その内数になっているということで、実現可能性というものは、将来

のことはわからないですけれども、現時点だけで評価すれば、対応可能な数字だろうと

考えております。 

 もう１点は。 

 

＊藤 間 

 河川を掘削したときの掘削残土の話です。 

 

＊時 岡 

 もう１点は、掘削する残土の量ですけれども、大体掘削量で想定しておりますのが約

２５０万立米です。２５０万立米というふうな掘削が生じます。２５０万立米というの

はどれぐらいかといいますと、台風１０号のときに二風谷ダムにたまった量が、２００

万立米から２５０万立米ですので、多いか少ないかは難しいですけれども、１回洪水が

起こって、海の方に出るのも全部除いたとして、ダムにたまっただけとしてもそれぐら

いということですので、それほど多いというふうな感触は持っておらないですけれども、

大量な量であるということには間違いありません。 

 また、掘削した土をどのように使うかというのは、正直申し上げまして、具体的な計

画が定まっているところではございません。ただし、私どもで今考えておりますのは、

農地等にうまく使えないかというのを考えております。前回の台風１０号の出水時には

幸い堤防がもちまして、外水氾濫という、川の水が農地等にあふれるというものは起こ

らなかったのですけれども、内水氾濫というような、水がはけなくなって氾濫が起こる

ような浸水が各所で起こりました。残土というものをそのような低地のところに有効に

使うことによって、農地をかさ上げするというようなイメージですけれども、そのよう

な形で、水につきやすいところのかさ上げをするということをしまして、河道掘削をす

ることによって外水氾濫という洪水、危機的な状況は回避するとともに、残土というも

のを有効に使って内水氾濫を防止するということで、地域の水害に対する備えというも

のを上げていきたいと思っています。今、各町の担当者の方々とか、我が社にも農業部

隊がおりますので、農業部門とそのようなことを考えているということは説明している
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というふうな段階でございます。 

 以上です。 

 

＊藤 間 

 黒木先生、よろしいでしょうか。 

 

＊辻 井 

 私は今回は、ご存じだと思いますけれども、アイヌの文化的環境保全対策調査委員会

という立場で出ているということになると思いますけれども、その立場から申しますと、

この問題についてこの計画では、例えば４３ページと４４ページのところにそのことが

書かれています。アイヌ文化保存、伝承、振興のための取り組みのところに含まれてい

ると思うのですけれども、どっちかというと一般論的な書き方なのです。 

 その前に、具体的なことについては、１７ページの二風谷ダムと平取ダムによる治水

と利水の項目のところにやや具体的に書いてありまして、下の方ですけれども、平取ダ

ム建設予定地周辺のアイヌの文化的所産に与える影響について調査を行い、その評価と

対策案の提示を目的として云々としていまして、その調査報告を踏まえ、必要な措置を

行う。ここには、報告が出たら、それを踏まえてと書いてあるわけです。今、本報告に

かかっている最中でして、今年度中には粗々できる予定で、３月には報告が出されると

いうことになるわけです。それを踏まえてということになるのだろうと思うのですが、

こっちはダムの方にそれが書かれているので、内容については沙流川全体にかかわって

くる問題も含まれるわけですから、後の方の、つまりさっき申しました、やや一般論的

に書かれているところにもそれが反映されるのだろうというふうに期待しますけれども、

ここではっきりそういうことを言ってくれというのではなくて、この報告そのものは、

これからいろいろな意見を聴取した上で全体のまとめができるのだろうと思いますけれ

ども、その段階で十分にその報告を反映していただくということを私としては期待した

い、こう思っておりますけれども。 

 

＊藤 間 

 事務局としては、調査委員会の報告書を踏まえた上での対策。 

 

＊辻 井 

 少なくとも、ここでそれについて具体的なことを書いてくれと申し上げているわけで

はありません。恐らくこの整備計画は、そこまで細かいことを書くというものではない

だろうと思いますから、そういうふうには考えませんけれども、それを踏まえた上で整

備計画が進められるということを考えておいていただきたい、こういうことです。 
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＊藤 間 

 そういうことを考え方として踏まえて、事務局の方でも考えて、きっちりとそれに従

ってほしいというような格好で、４３ページ、４４ページには、書き方としては辻井先

生ご自身、そこに詳細に書くというのはふさわしくないということで、調査委員会が出

した報告書を踏まえた上で考え方をきっちり整理してほしいという、そういうことで了

解していただきたいと。 

 

＊辻 井 

 専門外なのですけれども、先ほど土砂といいますか、河道掘削のところでシシャモの

ことが書いてあって、専門の方がいらっしゃるので、その点は大丈夫なのですね。植物

の方は私の見たところ、それほどというか、後の対策の立てようは十分にあるだろうと

思うのです。非常に重要なとか、あるいは非常に厄介、厄介というのは、どうしても移

植しなくてはならないとか、データから見て、そういうのはなさそうですから、それは

問題ないと思うのですが、シシャモというのはかなり、これだけの河道掘削をやると影

響が出てくるのではないだろうか。その辺は大丈夫なのですか。 

 

＊眞 山 

 確かにこれまでの整備計画との大きな違いというのは、掘削範囲が広がったというこ

とと掘削断面が大きくなったということだと思います。当然シシャモの産卵場というの

は河床ですので、掘削が行われると影響が大きいと考えられるわけですけれども、少な

くともこの整備計画の中では現状の断面はとりあえず残すと書いていますので、しばら

くは大丈夫かと思います。この計画では河床は広がりますので、春の融雪増水など何度

か流れると、河床というのはかなり変化していくと考えられます。どういうふうに河床

が変わっていくのか、河床材料の変化とか水深とか、シシャモにとって必要な制限要因

が幾つかありますので、その辺を予測しながら、そういう変化が生じてきたら、すぐ対

応できるような体制がどうしても必要になってくると思います。 

 それと、シシャモも重要な魚ですけれども、そのほかにサケマス類というのもこの川

では重要でして、下流の河床の断面が変わってきますと、場合によっては非常に一様な

流れになる可能性もある。そうすると、サケマス類、特にサクラマスですけれども、二

風谷ダムの下流で数カ月越夏して上流に行くということが大体わかってきておりますし、

またサケの場合でも、河口から遡上してから産卵まで１カ月ぐらい川にとどまるものも

いるわけで、そういう遡上親魚にとって休息する場所、あるいは洪水があったときに避

難できる場所、こういう深みとかが失われないような対応が望まれます。今までですと

河床断面はほとんど変化がなかったのでよかったのですけれども、今度の整備計画では
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その辺が大きく変わることが危惧されるということで、工事を進める間にその辺の対応

といいますか、話し合いとかが必要となってくるのではないかと思います。 

 

＊梶 川 

 漁業者の立場から、今眞山先生がおっしゃるとおり、一番心配していることは、河道

を掘削して河道を下げると、極端に河床に近くなる面があると思う。そうしたら、普通

の流れのときであれば心配ないかと思うけれども、洪水の後、川幅が広がり、浅くなっ

て、シシャモの場合であれば水深１メートルぐらいが一番産卵床に適しているので、全

部だらっと５０センチになったとか３０センチになったとかということが心配されるわ

けです。これは洪水の後だから、災害と思って、我々は開発局に何とかすれということ

の対応をしていくつもりです。 

 アキアジでいえば人工ふ化も１００年の歴史があるけれども、シシャモはまだまだ１

年の歴史もない。一生懸命やっているけれども、目に見えないあらわれ方で、今もお願

いして、川の中に杭を打って、シシャモの産卵に適している砂地をつくってもらったり、

さらにダムからの土砂をもらって、協力してもらっているのが現実で、結果論としてど

うなるかということは今の立場ではちょっと難しいので、現場、現場で対応をお願いし

ていきたいと思います。 

 また、先ほどからダムだけの洪水のことばかり言っているけれども、沿岸、要するに

ダムから下。雨が降った場合はダムには、極端なことを言うと関係がなくなる。それで、

流域のあれとして、先ほどおっしゃった河道を掘削した土砂をどうするか。災害の跡を

ずっと見てみると、昔は遊水池の役割を果たしたところが全部堤防になって、遊水池の

役割を果たさなくなる問題。それから、土砂でさらに低いところを埋めていくから、遊

水池が少なくなる。そのとおりの数字は出てこないと思う。ダムから下の問題。例えば、

ダムの残土のやつが、今までは遊水地で、１週間も１０日も水がたまっていた牧場が、

きれいに１メートルやったら遊水池が何もなくなった。そうしたら住宅地に水が来るの

は当然でないか、そういうように流域では考えております。 

 もう一つつけ加えると、１５年の台風のときは大潮の干潮であったから、あのぐらい

の引き水、要するに流速が速くて、水の引けが早かったと思うので、普通の干潮と満潮

の差であれば大体、鉄橋か橋の差まであらわれるのが普通だと思うので、その点も加味

して、お願いしたいと思います。 

 

＊藤 間 

 続きまして、松原さん、同じ分野のあれだと思いますので、よろしくお願いします。 

 

＊松 原 
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 サケ・マス研究会の松原です。サケのこととかなのですけれども、僕らの運動の中で、

サケの放流というのを今年やりました。皆さんご存じのように、サケが帰ってくるのは

４年後川に上がってくるということで、子供たちを含めながら川をということで、川に

少しでも親しめるような環境づくりをしながら運動を進めているところです。 

 掘削ということになって、非常に困ったなという感じを受けています。なぜかといい

ますと、保全だとか環境に配慮するのは、シシャモに対しては充実していますけれども、

現時点で、僕らの中でいろいろな調査機関等で話をして調べた結果、去年あたり、ダム

から下流で自然産卵をしているところがたくさんあるのです。恐らく開発の方もその場

所等を調査しているとは思うのですけれども、去年調査しての結果的な要素なのですけ

れども、箇所数にしますと、２７４カ所ぐらいあるよというような報告も受けています。

水が足りなくて、卵が干せたりなんかしている場所もあったそうですけれども、産卵場

所になっているところが低くなったりそういうことの対処というのはどういうふうに考

えているのかなということと、１２ページにありますけれども、シシャモの産卵だとか

保全だとか力を入れて書いてありますけれども、自然のサケの産卵場所など、この中に

自然のものも大切というか、そういうことの文言というか、そういうものもあってほし

いなという気はしています。 

 次の１３ページなのですけれども、自然産卵という形が二百何カ所もあったというこ

とで、これから何年かかかって掘削しながら下まで広げていくということで、先ほど植

物の先生も言いましたけれども、木がなくなるのです。木がなくなるということは、魚

の隠れみのになる場所がなくなると思うのです。何年かかって下まで行くのかわかりま

せんけれども、そういうところの確保をどういうふうにしているのか、そういうことも

どういうふうに考えているのか、考えがあったらご説明をお願いしたいのですが。 

 

＊藤 間 

 河床掘削でかなり注意して断面を保持しても、今の場合大幅に変わるというのは、平

成１５年程度の洪水が起きたときは、抜本的に根こそぎ断面形状は変わると思います。

ただし、年に一、二度起きる洪水のスケールで河床が変動するのか、年に一、二度ぐら

いの洪水は二風谷、平取ダムでコントロールできないのか、そういうことで、多方面か

ら物を考えて対応していかなければならない。それに、断面が変わる。河床材料が変わ

ってくる。シシャモがそういうところに産卵できなくなる。工事のときは、眞山先生初

め専門家の方々のご意見を聞いて、それを踏まえて工事を行っていけるのかどうか、そ

ういうところにつきまして、事務局の方でお答えがあればお願いしたいのですが。 

 

＊時 岡 

 先ほどまで、河道掘削に当たりましてご懸念の声というものが何点か寄せられました。
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それについて我が方の考えということを説明させていただこうと思っております。 

 確かに、河道掘削というものは非常に難しい。しかも、環境と両立させようというこ

とは難しいと思います。先ほど松原委員がおっしゃられたようなイメージなのですけれ

ども、下流掘削のイメージを書きました。これは何を念頭に置いているかといいますと、

シシャモの産卵床の保全でありますとかヨシ原の復元、かつてあった沙流川でよく見た

ような複列砂州といいますか、かつて暴れ川だった沙流川という、シシャモの産卵に適

した河床材料のところを復元するようなイメージです。 

 上流部の掘削イメージ、絵が悪いので、余り絵は見てほしくないのですけれども、思

想でいいますと、こちらで書いたのは、河岸の樹木を保全、水際の樹木を保全というふ

うなイメージでした。下流側ではシシャモということが非常に重要になるだろう。中流

部にいきますと、サケ、マス、特にサクラマスでいいますと、カバー率とか水温の関係

から、サクラマスの生息環境にいいという形をとらえておりまして、二つのイメージを

並べたというのは、水産資源として重要なシシャモ、鮭鱒類の保全等を図ろうというこ

とです。文章については今の記述が不足しているのではというふうな意見と承りました

ので、今後事務局として考えてまいりたいと思います。 

 では、具体的に実施していくときにどのように考えているかという形なのですけれど

も、私ども河川管理者としても、掘削に当たって、いかに河川環境と両立していくかと

いうのは非常に難しいと思っています。かつての沙流川に戻したいと言っていますけれ

ども、私自身もかつての沙流川というのは知りません。計算とかいろいろな検討をして

も難しいと思っておりまして、このような断面を実施するに当たっては、焦らず、時間

をかけてじっくり検討していきたいと思っています。 

 この会に先立つ別の機会のときにも私申し上げたことがあるのですけれども、２年間

ぐらいかけまして、地域の方も入ったような場所で、どのような掘り方がいいのか。下

流部でやると、一つ目としてはシシャモの保全というのを踏まえて、漁業関係者の方々

も入っていただいたような場所で、どのような形で掘ればいいのか。計算も実施します

けれども、昔の沙流川の河岸はどうだったのか、河床材料はどんな粒径だったのかとい

うような、地域の方々の記憶に残っているような沙流川の姿ということを目標にして、

２年間かけて検討してまいろうと思っています。 

 掘削は多分、下流側からになっていこうと思っておりますので、その後中流部になり

ます。中流部になりますと、シシャモは６キロぐらいですので、６キロより上流になり

ますと、鮭鱒類がいいのか、ほかの魚類が指標種になるのかわからないですけれども、

先ほどご指摘あった、どこどこにはサケの産卵床がある、あるいは湧水の箇所がここに

あるとか、河畔林というものが非常に大事だというところをピックアップするような、

地域の方々と言ったら大げさになるのですけれども、学識者の方々とか、そのような

方々の意見を十分に踏まえながら時間をかけて検討して、文章でも１カ所、モニタリン
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グという文章を一言つけ加えさせていただいていたと思いますけれども、自然を相手に

するというのは非常に難しい。アダプティブマネジメントとか言われておりますけれど

も、逐次手直しということを踏まえながら、このような河道掘削を進めてまいろうと思

っております。 

 以上です。 

 

＊藤 間 

 ありがとうございました。今のご説明で、魚のすまい、いわゆる環境保全のために時

間をかけて急がず、納得いくような形でやりたいという事務局の基本的な姿勢、考え方

がご説明されたのですが、そういうことでご理解をお願いできるかということなのです

が。 

 

＊川奈野 

 平取ダム建設に伴い、私どもといたしましても、平成１５年の大災害を防ぐというこ

とは重要と考えており、配慮して頂きたい点があります。 

 

＊藤 間 

 ちょっとお待ちください。今は、シシャモを中心とした掘削に関してご意見を言われ

た方が、今の事務局のご説明である程度理解をしたかということをお聞きしているので

すが、どうぞ。 

 

＊黒 木 

 せっかく委員長がまとめていただこうとしているのに、こんなことを言っていいのか

どうかわかりませんけれども、河道に非常に大きな流量を流そうとしております。した

がいまして、河道が広ければ、樹木もたくさん残せるし、自然にも配慮できるのだろう

と思いますが、結局は空間の使い方の問題なのです。水際には樹木がないといけないの

だろうと思いますけれども、あるいは、あるまとまりとしての樹木帯、そういうものが

必要だという認識は持っておりますが、治水の立場からいいますと、支障木としては除

去しなければならない。その立場は、河川管理者には持っていてほしい。 

 そういう目で見ますと、２４ページ、もともとの整備計画の中には、支障木の除去と

いうのが項目として明示されております。改訂計画の中には、これが項目として入って

いない。本当にこれでいいのかな。今のお話はお話として私も承っておりますし、よく

わかります。まさに時岡さんが言われたように、アダプティブでいろいろやっていかな

ければいけないのだろうと思いますが、書類とするとそういう部分が必要なのではない

かな、あるいは人間のことももう少し考えないといけないのだろうな、そんなふうに思



 24

います。 

 

＊藤 間 

 事務局、お願いいたします。 

 

＊時 岡 

 前回の河川整備計画のところでは、支障木の除去ということで、樹木伐採だけの項目

がございました。今回はそのページがなくなりました。それはなぜかといいますと、前

回の河川整備計画の目標流量では、河道掘削までしなくても、樹木を切っただけである

程度安全に流すことができるような区間もあったということで、木を切ろうというふう

な部分がございました。今回は河川整備計画の目標流量が上がりましたので、樹木を切

ったぐらいでは到底追いつかない。河道掘削もしなければならないということで、樹木

伐採だけというふうな対応はとっておりません。河道掘削にあわせて、樹木が一部減る

部分もございますし、あるいは保全をするような部分も出てきます。 

 そのような黒木委員の指摘に対応するようなものにつきましては、３７ページでその

趣旨を踏まえて文章を修正いたしました。資料３の３７ページなのですけれども、赤字

になっております。前回の方の計画的な管理というところが、赤字になっています、治

水面と整合を図りつつ河道内植生の維持管理に努めると書いていますけれども、今現在

想定しておる樹木量というものが、平成１５年の出水を受けまして、非常に河道内の樹

木量が少なくなっています。かつての沙流川と比べて、１５年の洪水を受けて非常に少

なくなっている。今の沙流川というのは、非常に洪水が流れやすくなっています。その

ような今の状況を前提にして治水計画を立てておりますので、河道内の樹木管理という

ものが、今後地域の安全性を確保するためには非常に重要なものと認識しております。

そのために、治水面と整合を図りつつと書いておりますけれども、一方で、先ほど環境

面からありましたように、鮭鱒類のことを考えますと水際の樹木等も重要となっており

ますので、治水面と環境面、極力両立を図るように知恵を絞って、河道内の樹木管理と

いうことを考えています。 

 これからは河道内の樹木はふえる傾向と考えておりまして、それに当たりましても、

河川管理者だけで対応するというのは非常に難しい状況となってきます。そのようなこ

とも受けまして、先ほどアシヨシ原の復元と書いておりましたのも、これからは維持管

理に非常に苦労する時代になってくる。そのようなときには、極力樹木が繁茂しないよ

うに、ヤナギ林でうっそうと茂るよりは、ヨシ原のような形でかつての沙流川を復元し

つつ、治水上も支障がないような形で、川の器のつくり方というものも含めまして検討

してまいりたいと思っております。 

 以上です。 
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＊黒 木 

 下流は恐らくアシ原で結構だと思いますので、中上流、この部分に関しては、適切な

樹木管理をお願いしたいというふうに思います。 

 

＊藤 間 

 ありがとうございます。 

 川奈野さん、先ほどの続きでご意見がありましたら、お願いいたします。 

 

＊川奈野 

 平取ダム建設に伴い、私ども平成１５年の大災害を振り返り、流域の人々の生活の安

全性等を考えるとき、平取ダム建設の必要性は十分考えられるわけでございます。しか

しながら、平取ダム建設に伴いまして失われるアイヌ文化等への最大限のご配慮をお願

いしたいなと、このように考えておるところでございます。 

 実はアイヌ文化環境保全関係で、私ども七、八名で現地に入りまして、よく見てきた

わけでございますけれども、本流と支流の合流点というのはアイヌ文化にとりましては

非常に貴重な場所で、神聖な場所である。そこを使ってチノミシリに礼拝をしておった

という話を伺ったわけでございますけれども、ダムができたならば、その神聖な場所が

湖底に沈んでしまうというようなことがあるわけでございますので、この点についてご

配慮をお願いしたいなと、このように考えておるところでございます。 

 

＊藤 間 

 水没するところの点で、アイヌ民族の方々の聖地としてご配慮というのは、具体的に

はどういうふうに考えればよろしいのでしょうか。代替地をほかになどの考え方はある

のでしょうか。 

 

＊川奈野 

 今後、保全関係の方から町長の方に申し入れをして、町長の方から開発の方にお願い

をするということになっておるようなので、どういうものをどうやってくれというのか、

そこら辺はこれから出ていくと思います。 

 

＊藤 間 

 わかりました。アイヌ民族の方々の文化、非常に大切なことは、先ほど辻井先生の方

から一部お話がありまして、実際ここにも調査委員会の報告を踏まえる必要があるとの

ご指摘です。 
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＊辻 井 

 データ収集が今行われていますから、先ほど申し上げたように、今年度末にはまとま

ることになりますので、今川奈野さんがおっしゃったのもそれと重なっているというふ

うにお考えいただいてよろしいのではないかと思います。 

 

＊藤 間 

 それは、報告を待って、重々それに従うような格好。 

 

＊辻 井 

 かなり具体的な提案といいますか、そういう形で出てくることになると思います。 

 

＊藤 間 

 それを尊重するような形で進めていくということですね。それは、前にも書いてあり

ますとおり、尊重していくということですので、とりあえずそういうことになります。 

 そのほかございますでしょうか。ここで、中途半端なのですが、ウオームビズでもな

いのですが、比較的ここの会場は少し寒いような感じがいたします。今私の時計で５時

２０分なのですが、１０分程度、５時半まで休憩といたしまして、５時半から再開して、

あと２０分程度続けていきたいと考えております。よろしくお願いします。 

 

－休  憩－ 

 

＊藤 間 

 それでは、時間が参りましたので、討議を再開させていただきます。 

 その前に事務局からご連絡。 

 

＊安 陪 

 委員会の開催に先立ちまして、委員の方のご紹介をさせていただきましたけれども、

今平取町長の中道善光様がご到着しましたので、改めてご紹介したいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

＊藤 間 

 ありがとうございました。沙流川流域に日高町、平取町、門別町という三つの町が存

在することは改めて言うまでもありませんけれども、この三つの町はおのおの林業、農

業、水産業ということで、沙流川から非常に自然の恩恵が与えられている町だと思いま
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す。各三つの町はおのおの非常に努力して、まちづくり、川づくりというのを行ってお

ります。ここで、委員の渡辺さん、川づくり、まちづくりということを通して、この河

川整備計画に何かご意見がありましたらお願いしたいのですが。 

 

＊渡 辺 

 雑駁な自分の意見で結構ですか。先ほどから皆さんご質問なさっていたのですけれど

も、私は質問とかそういうのはないのですが、平成１５年の台風をじかに体験した者と

して、あの水の出方を見て、恐ろしいなと思った次第であります。流域委員会のときか

らメンバーに入って、先ほどから出ていました４，３００トンという水量、随分とそれ

をもとにして計画を練って、この河川整備計画というのを策定した一人として、あのと

きに出た水はそれを超えていたというのを後で聞きまして、何らかの対策をとらなけれ

ばならないのだろうなというような考えは持っておりましたけれども、今回こういうよ

うな話が来て、やっぱりそうなんだなというふうに思いました。 

 最近のというか、私が体験したのは昭和５６年の大雨の災害からなのですが、それか

ら頻繁に大小さまざまな水害が起きていて、皆さんも見て感じていると思うのですけれ

ども、沙流川はきれいになる暇がないというか、またきれいに戻ってきたなと思うと、

２年か３年に一遍水害が起こるのです。そして、川岸がえぐられたり、川の流れが変わ

ったり、言ってみれば川が落ちついている暇がないというか、そういう状況がずっと続

いていて、平成１５年の大雨でずたずたになったような状況です。先ほどのビデオにも

あったように、流木のすごさ。物すごい量の流木が出て、ダムで相当量たまってはいる

のですけれども、それにもまして下流にも相当流れています。海にも相当出て、海岸で

流木除去の光景を見まして、相当の量の流木が出たんだなと思いました。 

 そういうのを見ていて思ったのは、本当に毎年のように小さいながらも災害が起きた

りなんだりして川が常に変わっている状況というのは、何とかしなければいけないと思

います。そういった意味で、ダムでもって少しでも災害が抑えられるのであれば、一刻

も早くそういう措置をとっていただきたいと思うと同時に、それで終わりではなくて、

ダムができた以降も山の保全に力を入れていただいて、治山事業であるとかそういうの

で、流木があんなに出るようなことが起きないようにしていただきたい。 

 また、長いスパンで物事を考えて、ダム、河道掘削だけではなくて、長い５０年、１

００年という計画で山の保全を考えて、地域コミュニティではないですけれども、地域

住民も一緒になってそういうことに取り組んで、川、山全体の環境をよくしていければ

と思います。そのためには、しょっちゅう洪水が起きるという状況をまず改善して、少

し川を落ちつかせて、それからそういうことに取り組んでいくべきではないか、そのよ

うに思っていますので、今回このような計画変更ということで、早期に決めてもらって、

できれば早い段階でそういうふうにしていただければなと思う一人であります。 



 28

 以上です。 

 

＊藤 間 

 どうもありがとうございました。貴重な意見で、２０年ぐらいのタイムスパンを考え

た河川整備計画の後に、五十年、百年の計に立った沙流川本来の姿というのを、河川管

理者ばかりではなくて、そこに住んでおられる人ともどもそういう形に向かっていくと

いうような趣旨のご意見でした。 

 ここで、先ほどご紹介いたしましたとおり、日高、平取、門別の各町長さんが委員と

して出席されておりますので、河川整備計画だけでなくて、まちづくりもあろうかと思

いますが、ご意見をいただきたいと考えます。 

 まず、上流の日高町の西尾さん、お願いします。 

 

＊西 尾 

 私も以前この会議に出席させていただきまして、平取ダム建設の問題について、本当

にダムのみで解決できるのだろうか。そういった中で、一番大事なのは基本的に山の整

備ではないのかということを言わせていただきました。 

 沙流川の流域面積は１，２００平方キロというふうに私も記憶しておりますから、こ

の１，２００平方キロをいかにきちっと整備をしていくかということが非常に大事だと。

しかし、こういう場の議論というのは、山の整備の議論ということから見ると異質な議

論になってしまいますので、到底それは議論の対象にはなり得ないなというふうに思う

のですけれども、地域の者としては、しっかりとした山づくりをやって、どちらかとい

えば今日の洪水というのは、先ほど流木の話も出ましたけれども、山が荒れているとい

うことが、洪水の質的な変化といいましょうか、水そのものも土石流という形になって

いるのです。先ほど流量のお話がありましたけれども、あの流量の何割かは言ってみれ

ば土石が占めているというふうに、だんだん質的にも変わってきております。そういっ

たことにも注目しますと、単にダムをつくり、そして河道を整備しても、この洪水問題

は解決し切れないだろうというふうに思っております。 

 でありますから、いろんな切り口で洪水という問題を考えていくことが必要だと。も

ちろん河川管理者としては、河川サイドのことを考えていかなければなりませんし、地

域住民の力を出す場面もありましょうし、また山づくり、いろんなことが相まって、洪

水というものの被害を軽減できるのだろう、そのように考えて、この河川整備計画を見

せていただいていたところでございます。 

 総体的には私も、こういった考えしかないのだろうというふうに思っております。た

だ、一つだけ懸念があるとすれば、河道の掘削だろうというふうに私も思います。技術

論の世界ですから、私ども素人がああだこうだというのはなかなか言いにくい部分なの
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ですけれども、私が申し上げたいのは、できるだけ河道掘削の部分を減らして、その部

分を堤防のかさ上げにシフトできないのかという考え方でございます。この部分につい

ては、それぞれの場所、場所、地形の問題もありますし、いろんなことがございますか

ら、そこのところは、掘削する部分とかさ上げする場所といいましょうか、このあたり

をよく住み分けをしながら考えていくべきではないのかという感触を持っております。 

 したがいまして、そういう考えが成り立つとすれば、この変更案の中には掘削のみと

いうふうに読み取られかねない部分もございますので、そういうような精神論といいま

しょうか技術論もある程度、堤防のかさ上げの部分も文章表現の中に織り込んでおく必

要があるのではなかろうか、そんな感触を得た程度でございます。 

 とりあえず私のつたない意見でございますけれども。 

 

＊藤 間 

 ご提案されたことは、私含めて検討させていただきたいと考えております。 

 続きまして、平取町の中道さん、お願いします。 

 

＊中 道 

 ご承知のとおり、平取町の面積は７４３平方キロ、全部沙流川流域の中にあります。

そして、この川はご承知のとおり、長さは１０４キロ、海抜２，０００メートルという

ことで、日本でも屈指の急流だというのが、我々は平成１５年の災害を見ながら、実感

として示されたと思います。これからもぜひ、二風谷ダム、平取ダム、両方の調整によ

りまして、この流域を安心して安全に暮らせる地域にぜひしていただきたいなと考えて

おります。 

 また、沙流川は、今年度は日本一の清流ということで選定されております。若干水は

濁っておりますけれども、質的にはすばらしい川でありますので、これから将来にわた

って適切な河川管理をしていただいて、有効に活用していただければと思っております。 

 また、水源地域全体の整備については、私ども地域で暮らしておりますので、地域の

力も十分に活用して、自然環境のすばらしい流域として将来とも残っていくような形で

整備をしていただければ幸いと考えております。 

 

＊藤 間 

 どうもありがとうございます。 

 最後ですが、門別町の郡司さん、お願いします。 

 

＊郡 司 

 沙流川の今回の河川整備の基本的な考えを示していただきまして、これについては異
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論はありませんし、できるだけ早く整備を進めていただけるということに期待をしてお

ります。 

 そういう中で今回、流量が６，１００ということになって、従来の２ダムによって流

量調整ができないという部分も理解できます。河道の整備もやむを得ないというふうに

理解しております。ただ、河道を整備するときに、もう既に現況の中で高水位の河川敷

地を有効利用しております。それぞれの町で、住民の方々が河川空間を有効利用してお

ります。せっかく整備して、でき上がったものですから、これを有効に活用できるよう

にしてほしいなという思いでおります。 

 さらに、今回の中でも、漁業関係でも心配のシシャモだとかサケのことが出ておりま

した。低水位の河道については手をつけないわけですけれども、高水位の河道の部分で

掘削をするとしたときも、中水位というか、中間の位置でランクづける河道の掘削を考

えていただきたいなと。それによって、中水位のときで通常の５年に１回とか１０年に

１回起きるような洪水は、ダムの管理運用の調整と中水位の形式で補える。４年に１回

とかそういう規模のときには、高水位でつくっている河川敷の公園には浸水しないとい

うような方策を講じていただきたい。 

 平成１５年のような大洪水が１００年に１回とか、あるいは６０年に１回という規模

で発生した場合は地域住民の方々も、堤防すれすれまで来るわけですから、堤防が破堤

するとかなんとかという危険な状況になるわけです。この場合はやむを得ないのですが、

そうではない、１５０ミリとか、その前後のときにも実際には河道掘削が必要だと私ど

も認識しております。それをしていただかないと、絶えず河川公園、高水位にある河川

敷を利用した公園が浸水します。これは住民の財産ですから、結果的にはその補修につ

いては税金で改修しなければならない、補修するということですので、そういうことを

防ぐ意味でも工夫をしていただきたいな、河道整備のときに工夫をしていただきたいな

という思いをしておりますし、河道整備にあわせて、先ほど堤防のかさ上げの提案もあ

りましたけれども、場所によってはそれも可能なのでしょう。 

 もう一つ大きな部分は、私ども強く国にお願いしておりますが、ダムの管理のあり方。

通常の管理のときと、雨量が１００ミリを超えたときに事前放水をする弾力的な運用を

するということで、かなり被害を防げます。洪水被害が出なくても、河川空間を有効利

用している部分に配慮いただきたいなと、こういう思いでおります。 

 

＊藤 間 

 どうもありがとうございました。今まで委員全員の方からご意見、ご質問、要望をお

聞きいたしました。時間も大体予定していた時間になろうかと思います。ここで、黒木

先生に、今日の委員会の総括と言ったらおかしいのですが、ご意見をお願いします。 
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＊黒 木 

 とてもそんな任にはたえないのですが、せっかくのご指名ですから、少し私の考え方

を申し上げたいと思います。 

 表題の沙流川水系の整備計画、これは本川だけの議論のようにややもすると矮小化さ

れそうですが、決してそうではなく、流域全体を見通した上で下流域を見詰める、ある

いは海までも入れて見詰めるということが必要なのだろうと思います。そういう意味で、

山から周辺の農地の問題、あるいは海の問題、すべて整合性をとって河川整備を進めて

いかなければいけない。この中にも随分そういうふうなことが書かれてございます。ぜ

ひそれを実現していただきたい。 

 あるいは、河川管理者の立場で申しますと、今議論のあった場所の上流は道庁さん、

さらにその上流になりますと町村長さん等の管理でございます。こういうところにも十

分目配りをされて、この計画はできていると私は信じております。ですから、実施に当

たりましては、その辺の調整をぜひしていただきたいなと思います。 

 それから、今は整備計画の議論でございますが、フルプランとは若干流量等の目標に

差がございます。今の計画ですと、フルプランに近づけるためには河道であと５００ト

ンのまなければならないということでございますが、今のご議論の中でも、相当河道に

対する負荷をご心配のご意見がたくさんございました。その上で、これは２０年後か、

もう少し先の話かもしれませんが、さらにフルプランに近づけるために、河道にこれ以

上の負担をかけることになるのかな、そういうふうにしないで済む方法はないのかなと

いうふうに思っております。 

 相当ご努力になったのはわかりますが、二風谷ダムは今回非常にたくさんの堆砂があ

った。これを相当頻繁に掘削をしてポケットをつくっておくとか、掘削土を有効利用す

るとか、そういうことも考えられないのだろうか。あるいは、もともと沙流川総合開発

は３ダム１事業という位置づけでありました。今のご時世ですから、さらにもう１ダム

というのはなかなか難しい。これは十分承知しておりますが、将来の話ですので、ぜひ

ともそういうことも含めて、余り限定的に考えずに広くお考えいただけたら、この流域

のためにも、あるいは川のためにもいいのではないかなと、そんなふうに思いました。 

 

＊藤 間 

 どうもありがとうございました。委員長が無責任で、黒木先生にまとめていただいた

のですが、今日いただいた委員全員の方々からの先ほどのご質問、ご意見、それから要

望、そういうのは、次回の会議でまとめて皆さんに見ていただいて、チェックをしてい

ただく、そういう格好で今日の議論というのをまとめていこうかと考えております。 

 予定した時刻がちょうど５０分でしたので、特にご質問、ご意見がなければこの会を

一応閉じたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。それでは、この会議をここで
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終わらせていただきます。司会進行を事務局にお返しいたします。 

 

５．その他 

＊安 陪 

 それでは、議事次第５、その他というところがございます。その他について事務局の

方からございますので、よろしくお願いします。 

 

＊時 岡 

 次回の開催につきましては、現在関係住民の方々からの意見聴取、ホームページ等で

の募集というものを、先ほど５時から開始しております。関係住民の方々からの意見の

募集期間というものを、今月の２７日まで関係住民からの意見募集の機会ということで

設けております。委員の皆様からも同じ期間に意見をいただきたいと思っておりますの

で、次回の流域委員会は、非常にご多忙の折だと思いますけれども、年内に開催させて

いただきたいと思っております。ご意見も年内に賜りたいと思っておりますので、まこ

とに申しわけございませんが、これから事務局から日程調整、後ほどさせていただきた

いと思いますので、よろしくご理解のほどお願いしたいと思います。 

 あと、地元意見の聴取ということで、ホームページでございますとか、あるいは市町

村役場に今回の河川整備計画変更の原案等置いておりますけれども、地域でも各町１カ

所は開催する予定にしておりますので、あわせて今回傍聴された皆様についてもご参加

いただければと思っております。 

 以上で事務局からの報告を終わらせていただきます。 

 

＊安 陪 

 どうもありがとうございました。次回の委員会開催等について何かご質問等ございま

すでしょうか。 

 それでは、ないようでございますので、これをもちまして本日の沙流川流域委員会を

終わらせていただきます。どうも大変長い間ありがとうございました。感謝申し上げま

す。 

 それから、報道機関の皆様方にお知らせいたします。６時２０分ごろから場所を変え

まして、隣になると思いますけれども、事務局に対する質疑を受け付けたいと思ってい

ます。今１８時２０分と申しましたけれども、１０分後に質疑等を受け付けたいと思い

ます。ご質問等がある方におかれましてはお隣の会場にご参集いただければと、かよう

に考えております。（録音終了） 

 

 


